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　知事が地域で活躍されている方々の仕事場を訪れる“なおみちカフェ”。
　利尻町では神居海岸パークとカムイウイスキーを訪問され「北海道を牽引する地域の
特性を活かした先駆的な取り組み」と評価。現場スタッフの労をねぎらい、今後の更な
る活躍に期待していました。

　利尻町定住移住支援センターツギノバでは利尻礼文で活動している地域おこし協力隊
を交えた“スクラムトーク”が開催され、上遠野町長、佐藤隊員、高木隊員らが出席。
各地域での活動報告や未来の町づくりを議題に、活発な意見交換が行われました。

令和５年６月19日に鈴木直道北海道知事が来島されました

北海道知事ご来島北海道知事ご来島
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「起きてから」じゃ遅い！
 「その時」のために備えておきたい！
「起きてから」じゃ遅い！
 「その時」のために備えておきたい！
■令和5年度 利尻町防災訓練

（令和5年5月27日（土） 14：00～15：30）

　内閣府では、今後の防災対策に向けて、皆さまの声を反映させるため避難意識等に関する
調査を実施します。一人でも多くの方にご回答頂きたく、ぜひご意見をお聞かせください。

　●実施期間　令和5年8月31日まで
　●回答フォームのURL　https://en.surece.co.jp/kaiko2023/　

　沓形地区一円で大地震による津波発生を想定して、情報伝達訓練、住民避難訓練など関係
機関である陸上自衛隊第三即応機動連隊火力支援中隊、稚内海上保安部、警察、消防及び役
場職員の約330名が参加しました。訓練会場は、栄浜・新湊・泉町各自治会館及び総合体育
館を使用して行われました。
　この訓練の中では、自衛隊と日本赤十字奉仕団が連携し災害時の炊き出し訓練として「豚
汁とおにぎり」を自衛隊の炊事車で調理して、参加者に振舞われ「美味しい、災害時に温か
い食事を提供してくれるのは嬉しい。」などの感想が聞かれました。
　また、稚内海上保安部と役場との物資輸送連携訓練では、巡視船「りしり」により稚内か
ら輸送された救援支援物資の引継ぎが沓形港耐震岸壁で行われました。
　更には、総合体育館では非常食の試食、町保有の備蓄品紹介や段ボールベッド組み立て体
験及び備蓄品の無料提供が行われました。

　本訓練では、北海道コカ・コーラボトリング（株）様から災害協定に基づく飲料水の提供を
受けています。

■内閣府が実施する「地震防災対策の現状調査に係る住民アンケート」
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議　会　報　告
第２回町議会定例会は６月13日
招集され、条例の改正案、補正予
算案等を審議し、いずれも原案の
とおり可決しました。主なものは
次のとおりです。

令和5令和5年　　年　　
第2回町議会定例会第2回町議会定例会
令和5年　
第2回町議会定例会

◆
利
尻
町
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

○
本
条
例
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
が
5
類
感
染
症

へ
移
行
し
た
こ
と
に
伴
う
人
事

院
規
則
の
改
正
を
踏
ま
え
、
感

染
症
対
策
業
務
に
係
る
防
疫
等

作
業
手
当
の
特
例
措
置
を
廃
止

す
る
も
の
で
す
。

◆
利
尻
町
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

○
本
条
例
は
、
森
林
環
境
税
及

び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る

法
律
の
施
行
及
び
地
方
税
法
施

行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

　

主
な
改
正
内
容
は
、
個
人
町

民
税
均
等
割
に
つ
い
て
、
森
林

環
境
税
の
導
入
に
伴
う
賦
課
徴

収
の
方
法
等
に
つ
い
て
を
規
定

す
る
と
と
も
に
、
軽
自
動
車
税

の
環
境
性
能
割
及
び
種
別
割
に

つ
い
て
、
納
税
不
足
額
を
徴
収

す
る
際
に
加
算
す
る
割
合
を
改

正
し
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割

に
つ
い
て
、
ミ
ニ
カ
ー
区
分
か

ら
三
輪
以
上
の
特
定
小
型
原
付

を
除
外
す
る
な
ど
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
す
。

◆
利
尻
町
離
島
振
興
対
策
実
施

地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の

課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

○
本
条
例
は
、
離
島
振
興
法
第

二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除

又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置

が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め

る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

　

主
な
改
正
内
容
は
、
課
税
免

除
の
適
用
に
つ
い
て
、
対
象
期

間
を
令
和
7
年
3
月
31
日
ま
で

に
延
長
す
る
も
の
で
す
。

◆
利
尻
町
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
本
条
例
は
、
国
民
健
康
保
険

法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
賦
課
限
度
額

の
改
正
と
本
年
度
の
被
保
険
者

の
所
得
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ

り
、
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
の
健
全
運
営
を
図
る
と
と

も
に
、
被
保
険
者
の
負
担
を
考

慮
し
、
利
尻
町
国
民
健
康
保
険

運
営
協
議
会
の
答
申
を
踏
ま
え
、

本
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
等
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
令
和
5
年
度
利
尻
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
1
号
）

○
本
予
算
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
5
9
3
1
万
4
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
そ
れ
ぞ
れ
45
億
7
6
6
1
万

4
千
円
に
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

○
価
格
高
騰
重
点
支
援
事
業

　
　
　
　
　

9
2
0
万
8
千
円

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク

チ
ン
接
種
体
制
確
保
事
業
等

　
　
　
　
　

9
8
8
万
6
千
円

○
道
路
新
設
改
良
事
業

　
　
　
　
　
　

1
2
0
0
万
円

○
住
宅
管
理
事
業

　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
万
円

○
フ
ェ
リ
ー
積
載
自
動
車
航
送

料
助
成
事
業　
　

5
1
0
万
円

◆
令
和
5
年
度
利
尻
町
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
1
号
）

○
本
予
算
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
5
7
2
万
4
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

そ
れ
ぞ
れ
3
億
1
1
5
6
万
8

千
円
に
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

○
保
険
給
付
費
等
交
付
金
償
還

金　
　
　
　

2
7
2
万
5
千
円

○
基
金
積
立
金

　
　
　
　
　

2
9
9
万
9
千
円

◆
令
和
5
年
度
利
尻
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
1

号
）

○
本
予
算
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
8
8
8
万
8
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

そ
れ
ぞ
れ
2
億
7
5
6
0
万
1

千
円
に
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

○
償
還
金　

8
8
8
万
8
千
円

【
条
例
改
正
】

【
補
正
予
算
】
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5

◆
令
和
5
年
度
利
尻
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

1
号
）

○
本
予
算
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
3
0
0
万
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ

ぞ
れ
2
億
3
2
3
6
万
4
千
円

に
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

○
排
水
設
備
普
及
促
進
費

　
　
　
　
　
　
　

3
0
0
万
円

◆
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

（
ウ
ニ
種
苗
生
産
施
設
非
常
用

発
電
設
備
）

○
相
手
先

　

北
海
道
市
町
村
備
荒
資
金
組

　

合
○
取
得
金
額

　
　
　
　

2
3
8
5
万
9
千
円

◆
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

（
総
合
体
育
館
暖
房
用
ボ
イ
ラ

ー
設
備
）

○
相
手
先

　

北
海
道
市
町
村
備
荒
資
金
組

　

合
○
取
得
金
額　

1
1
0
0
万
円

◆
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

（
宿
泊
施
設
冷
房
用
冷
却
水
循

環
装
置
）

○
相
手
先

　

北
海
道
市
町
村
備
荒
資
金
組

　

合
○
取
得
金
額

　
　

1
7
6
7
万
1
5
0
0
円

◆
本
定
例
会
に
お
い
て
、
諮
問

・
同
意
さ
れ
た
人
事
案
件
は
次

の
と
お
り
で
す
。

○
人
権
擁
護
委
員

　
　
　

松　

原　
　
　

稔　

氏

○
利
尻
町
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員

　
　
　

正
部
川　
　
　

寛　

氏

◆
専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
利
尻
町
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
）

○
本
条
例
は
、
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
個
人
町

民
税
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
の
適
用
期
間
の
延
長
や
、

特
定
配
当
等
及
び
特
定
株
式
等

譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の

課
税
方
式
に
つ
い
て
、
所
得
税

と
個
人
町
民
税
を
一
致
さ
せ
る

こ
と
に
伴
う
規
定
を
整
備
す
る

な
ど
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

◆
専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
利
尻
町
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
）

○
本
条
例
は
、
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
固
定
資

産
税
で
は
、
地
方
自
治
体
が
法

律
の
定
め
る
範
囲
内
で
自
主
的

に
判
断
し
、
条
例
で
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
仕
組
み
で
あ
る

「
わ
が
ま
ち
特
例
」
に
つ
い
て
、

適
用
条
項
の
修
正
や
、
軽
自
動

車
税
で
は
、
種
別
割
の
グ
リ
ー

ン
化
特
例
期
間
を
延
長
す
る
な

ど
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の

で
す
。

【
人
事
案
件
】

【
専
決
処
分
】

【
事　

件　

案
】

◆
専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
利
尻
町
立
保
育
所
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
）

○
本
条
例
は
、
町
内
の
保
育
所

の
入
所
児
童
に
か
か
る
副
食
費

に
つ
い
て
、
令
和
5
年
4
月
1

日
か
ら
令
和
6
年
3
月
31
日
ま

で
の
期
間
を
無
償
と
す
る
た
め

に
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の

で
す
。

◆
専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
令
和
4
年
度
利
尻
町
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
7
号
））

○
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1
億
1

0
8
8
万
7
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
54
億

7
2
5
7
万
5
千
円
に
す
る
も

の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

○
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
事
業

　
　
　

△
4
1
2
6
万
6
千
円

○
離
島
航
路
旅
客
定
期
船
航
路

事
業　
　

△
1
4
5
万
5
千
円

○
基
金
事
業

　
　

1
億
5
1
1
2
万
7
千
円

○
離
島
住
民
航
空
運
賃
助
成
事

業　
　
　
　

2
4
8
万
1
千
円

議会を傍聴しましょう
町政の主人公は町民の皆さんです！

定例町議会は年4回（3・6・9・12月）に開かれます。



中
川
原
議
員　

政
府
は
、
「
異

次
元
の
少
子
化
対
策
」
の
詳
細

と
な
る
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方

針
」
の
素
案
を
発
表
い
た
し
ま

し
た
。

　

こ
の
素
案
の
中
に
は
、
保
育

政
策
の
見
直
し
も
柱
の
一
つ
と

し
て
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
幼

児
教
育
や
保
育
に
つ
い
て
は
、

量
の
拡
大
か
ら
質
の
向
上
へ
と

政
策
重
点
を
移
す
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
数
々
の
ご
苦
労
を

重
ね
ら
れ
今
日
の
保
育
所
が
あ

り
ま
す
が
、
保
育
士
の
な
り
手

が
少
な
い
中
、
な
か
な
か
職
員

の
確
保
も
で
き
な
い
状
況
に
あ

る
こ
と
を
十
分
に
承
知
の
上
で

申
し
上
げ
ま
す
。

　

利
尻
町
に
幼
保
連
携
型
の
認

定
こ
ど
も
園
を
実
現
で
き
な
い

も
の
な
の
か
、
町
長
の
お
考
え

を
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

上
遠
野
町
長　

現
在
国
で
は
、

次
元
の
異
な
る
少
子
化
対
策
の

実
現
に
向
け
、
若
い
世
代
の
所

得
を
増
や
す
、
そ
れ
か
ら
社
会

全
体
の
構
造
意
識
を
変
え
る
、

そ
し
て
全
て
の
子
ど
も
子
育
て

世
代
を
切
れ
間
な
く
支
援
す
る
、

こ
の
3
つ
を
基
本
理
念
と
し
た

「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
の

素
案
を
ま
と
め
、
2
0
3
0
年

ま
で
が
こ
の
状
況
を
改
善
す
る

ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
集
中

的
に
取
り
組
む
も
の
と
し
て
お

り
ま
す
。

　

そ
の
具
体
的
な
施
策
と
し
て
、

児
童
手
当
の
拡
充
や
出
産
等
の

経
済
的
負
担
の
軽
減
な
ど
、
ラ

イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
じ
た
子
育

て
に
係
る
経
済
的
支
援
の
強
化

や
若
い
世
代
の
所
得
向
上
に
向

け
た
取
り
組
み
、
そ
し
て
全
て

の
子
ど
も
子
育
て
世
帯
を
対
象

と
す
る
支
援
の
拡
充
が
示
さ
れ
、

そ
の
中
で
は
、
全
て
の
子
育
て

家
庭
に
対
し
て
多
様
な
働
き
方

や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
関
わ
ら

な
い
形
で
の
支
援
を
強
化
す
る

た
め
、
現
行
の
幼
児
教
育
、
保

育
給
付
に
加
え
、
一
定
条
件
の

も
と
、
就
労
要
件
を
問
わ
ず
柔

軟
に
利
用
で
き
る
新
た
な
通
園

給
付
、
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
（
仮
称
）
を
創
設
す
る
他
、

75
年
ぶ
り
の
配
置
基
準
改
善
を

行
い
、
幼
児
教
育
・
保
育
の
質

の
向
上
を
進
め
る
こ
と
が
掲
げ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
配
置

基
準
の
改
善
に
よ
り
、
保
育
士

の
配
置
は
1
歳
児
の
場
合
、
現

行
の
6
対
1
か
ら
5
対
1
に
、

4
・
5
歳
児
で
は
現
行
の
30
対

1
か
ら
25
対
1
に
改
善
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
一
方
で

は
、
全
国
的
に
問
題
と
な
っ
て

い
る
保
育
士
不
足
の
問
題
が
さ

ら
に
こ
れ
に
よ
っ
て
深
刻
化
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
本
町
に

お
き
ま
し
て
も
安
定
的
な
園
児

の
受
入
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
保
育
士
の
育
成
・
確
保

に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ご
質
問
に
あ
り
ま
す
認
定
こ

ど
も
園
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全

国
的
に
増
加
傾
向
と
な
っ
て
お

り
、
令
和
4
年
4
月
時
点
で
は
、

全
国
で
9
，
2
2
0
ヶ
所
、
10

年
前
と
比
較
し
て
約
10
倍
を
超

え
る
増
加
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

現
在
の
保
育
所
の
違
い
の
大
き

な
点
と
し
て
、
認
定
こ
ど
も
園

の
場
合
、
入
園
に
あ
た
っ
て
は
、

家
庭
の
利
用
状
況
に
あ
わ
せ
認

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
保
護
者
の
就
労
に
関
わ
ら

ず
、
ど
の
よ
う
な
家
庭
に
お
い

て
も
子
ど
も
を
預
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま

す
。
も
う
1
つ
、
就
学
ギ
ャ
ッ

プ
の
解
消
が
目
的
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
が
、
本
町
の
両
保
育
所

の
保
育
状
況
を
見
ま
す
と
、
日

頃
か
ら
教
育
的
要
素
を
取
り
入

れ
、
さ
ら
に
は
小
学
校
と
の
連

携
を
図
り
な
が
ら
運
営
し
て
い

る
状
況
に
あ
り
、
今
現
在
の
現

状
で
は
就
学
ギ
ャ
ッ
プ
の
実
情

は
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
配
置
基
準
に
つ
き

ま
し
て
も
、
認
可
保
育
所
の
配

置
基
準
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
な

ど
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
現
時
点

で
は
利
尻
町
と
し
て
、
認
定
こ

ど
も
園
へ
の
移
行
に
つ
い
て
実

施
す
る
段
階
に
は
ま
だ
至
っ
て

は
い
な
い
、
そ
の
よ
う
に
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
宗
谷
管
内
の
状
況

に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
施
設

の
老
朽
化
や
利
用
者
減
少
に
よ

る
経
営
の
問
題
等
か
ら
、
新
た

な
運
営
体
制
と
し
て
認
定
こ
ど

も
園
へ
移
行
す
る
自
治
体
が
増

え
て
い
る
の
も
現
実
で
あ
り
ま

す
。
本
町
に
お
き
ま
し
て
も
、

建
設
か
ら
33
年
が
経
過
し
た
沓

認
定
こ
ど
も
園
の

実
現
の
可
能
性
に

つ
い
て

中川原 潔 議員

一　
　

般　
　

質　
　

問
上遠野浩志 町長
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形
保
育
所
、
ま
た
、
仙
法
志
保

育
所
に
つ
い
て
も
30
年
が
経
過

し
よ
う
と
す
る
な
か
で
、
安
全

な
保
育
環
境
の
維
持
と
質
の
高

い
保
育
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、

今
後
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
検

討
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
状
況
を
鑑
み
、

現
段
階
で
は
ま
ず
、
保
育
士
の

充
足
確
保
に
つ
い
て
最
優
先
に

最
善
の
努
力
を
続
け
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

中
川
原
議
員　

認
定
こ
ど
も
園

の
ね
ら
い
と
い
う
の
は
、
生
き

る
力
の
基
礎
と
な
る
意
欲
、
態

度
、
そ
れ
か
ら
心
情
が
幼
保
連

携
型
の
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け

る
生
活
全
般
を
通
じ
て
、
園
児

が
様
々
な
体
験
を
積
み
重
ね
る

中
で
相
互
に
達
成
に
向
う
も
の

で
、
人
格
形
成
の
基
礎
を
養
う

重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
義
務
教
育
及
び
そ

の
後
の
教
育
の
基
礎
を
養
う
も

の
で
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、

0
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま
で

の
一
貫
し
た
教
育
及
び
保
育
の

中
で
、
園
児
の
発
達
の
連
続
性

を
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら

に
言
え
ば
、
我
が
町
の
子
ど
も

達
の
教
育
の
連
続
性
が
、
0
歳

か
ら
高
校
ま
で
一
貫
し
た
教
育

に
あ
る
こ
と
が
移
住
定
住
の
選

択
肢
と
な
り
う
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
当
町

の
保
育
所
で
は
既
に
教
育
的
部

分
も
担
い
、
工
夫
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

利
尻
町
と
し
て
の
少
子
化
対
策

の
観
点
か
ら
も
安
心
し
て
預
け

ら
れ
、
し
か
も
小
学
校
就
学
前

の
子
ど
も
達
を
教
育
的
連
続
性

の
中
で
育
て
ら
れ
、
そ
の
後
の

子
ど
も
の
教
育
に
好
影
響
を
与

え
る
も
の
で
な
い
か
と
考
え
ま

す
。

上
遠
野
町
長　

今
現
在
、
管
内

で
も
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
し

て
い
る
町
村
が
あ
り
ま
す
が
、

私
自
身
は
、
私
ど
も
の
保
育
所

が
子
ど
も
た
ち
の
教
育
的
な
部

分
で
、
大
き
な
支
障
は
な
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
こ

れ
か
ら
の
時
代
は
、
小
中
一
貫

校
あ
る
い
は
小
中
高
一
貫
校
と

い
う
部
分
に
移
行
し
て
い
く
と

い
う
流
れ
を
考
え
る
と
、
当
然

そ
う
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
認
定
こ
ど
も

園
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
国

の
少
子
化
対
策
の
考
え
方
が
出

さ
れ
ま
し
た
が
、
具
体
的
な
部

分
は
こ
れ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す

の
で
、
国
や
北
海
道
の
考
え
方

も
確
認
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら

の
方
法
性
を
検
討
し
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

中
川
原
議
員　

質
へ
の
移
行
を

論
じ
る
と
、
認
定
こ
ど
も
園
で

勤
務
す
る
保
育
教
諭
の
資
格
取

得
の
問
題
が
生
じ
ま
す
。
ご
存

知
の
よ
う
に
、
幼
稚
園
教
諭
免

許
か
保
育
士
資
格
の
ど
ち
ら
か

を
有
し
て
い
れ
ば
、
保
育
教
諭

と
な
れ
る
と
い
う
経
過
措
置
が

あ
り
、
ま
た
、
免
許
資
格
の
併

有
促
進
策
も
講
じ
ら
れ
て
お
り

ま
す
が
、
保
育
教
諭
は
保
育
士

資
格
と
幼
稚
園
教
諭
免
許
と
両

方
持
っ
て
い
る
人
の
こ
と
で
す

か
ら
、
本
町
に
教
育
機
関
と
し

て
認
定
こ
ど
も
園
が
あ
れ
ば
、

そ
こ
に
就
職
し
て
保
育
教
諭
と

し
て
自
分
も
や
り
た
い
と
い
う

動
機
づ
け
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
認
定
こ
ど
も
園
法
と

い
う
の
は
、
保
護
者
が
働
い
て

い
な
く
て
も
施
設
を
利
用
で
き

る
な
ど
、
多
様
化
す
る
社
会
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
こ
の
法
律
が

作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と

か
ら
も
、
子
育
て
世
帯
の
支
援

と
子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
力
を

育
み
、
教
育
的
な
関
わ
り
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
保
育
的
な
関

わ
り
を
あ
わ
せ
た
、
子
ど
も
た

ち
を
育
て
る
認
定
こ
ど
も
園
を

望
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

上
遠
野
町
長　

認
定
こ
ど
も
園

の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
先
程

も
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
私
も

決
し
て
本
町
に
と
っ
て
必
要
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

今
現
在
の
保
育
士
自
体
が
不
足

し
て
い
る
と
い
う
中
で
、
地
域

か
ら
の
保
育
に
対
す
る
様
々
な

要
望
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ

に
応
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
保

育
士
を
一
人
で
も
多
く
確
保
し

て
、
現
在
の
保
育
環
境
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
認
定
こ
ど

も
園
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、

国
な
ど
の
今
後
の
動
向
や
本
町

の
地
域
性
、
そ
れ
か
ら
既
存
施

設
の
状
況
な
ど
も
勘
案
し
な
が

ら
、
今
後
進
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
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　病院職員は普段どんな１日を過ごしているか？皆様にはなかなか想像がつかないかもしれません。
このコーナーでは病院で働くスタッフの１日についてご紹介します。

　検査部では外来患者さんや入院患者さんの血液や尿などの検体検査、輸血業務、心電図や肺機能検
査、エコー検査などの生理検査を行っています。

8:15
午前業務開始

「病院のお仕事」

お疲れ様でした

•病院の受付が始まる前に、検査機器が正常に動くか、検査データに不備
　がないかを確認しています。
•外来や病棟から患者さんの血液や尿が届き、それらを各機械にかけて検
　査をします。
•血液検体の中には採血してすぐに検査するものと、10分ほど室温におい
　て血液の成分を固めた後で遠心をして、その上清を検査するものがあり
　ます。
•院内で検査できない項目は、検体を適切に保管し旭川へ輸送します。こ
　のため検査結果が出るのに一週間近くかかることもあります。
•先生の指示で心電図や肺機能検査、エコー検査（心臓、腹部、甲状腺な
　ど）、輸血業務を行います。

•引き続き午前の業務を継続します。
•外来検査が落ち着いた頃に、検査機器のメンテナンスを行います。
•月に何度か委員会や会議に出席します。

12:00

13:00
午後業務開始

お昼休み

17:00
業務終了

8

第6回 「検査部」編
平 川 由紀子

　利尻島国保中央病院では、超音波検査装置を更新しました。
　新しい超音波検査装置は、従来の検査装置より画像が鮮明になり
診断の向上につながっています。特に人工知能（ＡＩ）技術を搭載
し自動計測や検査結果の評価を行うことで病気の発見の精度も向上
しました。
　エコー検査は、臓器や血管などさまざまな検査を行うことができ
ますが、肝臓の検査では、脂肪肝や肝硬変を診断する上でエコー検
査は有効な検査といえます。
　脂肪肝は、アルコール、肥満、糖尿病、メタボリックシンドロー
ムなどの生活習慣病によって発症し、脂肪肝の一部は脂肪肝炎へ、
　　　　　　　　　　　　　　　さらに進行すると肝硬変から肝がんへ変化します。
　　　　　　　　　　　　　　　　肝硬変へ進展させないために超音波検査を定期的に行い、
　　　　　　　　　　　　　　　脂肪肝を発見することが重要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　エコー検査は、痛みや被爆もなく安全な検査で肝臓の他に、
　　　　　　　　　　　　　　　心臓、腹部、整形、表在、血管、婦人科などの検査も可能で
　　　　　　　　　　　　　　　す。
　　　　　　　　　　　　　　　　検査をご希望される方は主治医へご相談ください。

超音波検査装置（エコー検査）が新しくなりました
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　利尻島国保中央病院医師の中田健人と申します。以前こちらで勤務させていただいており、
直近では札幌で糖尿病領域を中心に診療しておりました。今年度からまた利尻島の皆様と関わ
らせていただくこととなり、大変嬉しく感じているところです。
　このたび当院で、血糖値の詳細な変動を把握する機器の１つである『Free Style リブレ®
（画像１）』が使用可能になりました。
　近年、良好な血糖コントロール指標の一つとして血糖値の
波を抑えることが重要視されております。そこで登場したの
がFree Style リブレ®です。ご自身の携帯や専用のreader
を使用し、24時間持続的な血糖推移の観察が可能となってお
ります。私も実際に試してみましたが、食事内容による血糖
上昇の違いのみならず、同じ食事でも食べるスピードや食べ
る順番を変えるだけでも血糖推移は変わりますし、食後の運
動の有無で血糖正常化までの時間がかなり異なりました。

　　　　　　具体的には携帯で専用のアプリをダウ
　　　　　ンロードすることで（画像２）のように
　　　　　日毎の血糖変動を確認することができま
　　　　　す。このように血糖推移を「見える化」
　　　　　することで、生活習慣管理の一助になる
　　　　　のではないかと考えております。また実
　　　　　際に使用される患者様は、インスリンを
　　　　　使用しておりますので夜間の低血糖が懸
　　　　　念されるケースがあり、その有無の確認
　　　　　をすることもできます。
　　　　　　また、回数を問わずインスリンを使用
　　　　　している方であれば、誰でも保険適応と
なります。注意点として、機器の使用方法などに関
して、患者様自身に把握して頂く内容もあることか
ら、基本的には入院での導入に了承いただける方を
優先に対応したいと考えております。
　血糖推移を「点」ではなく「線」で捉えることで、
より良好なコントロールを達成することが可能とな
っております。ご興味がある方は是非一度担当の医
師にご相談ください。

自己血糖測定器の活用について 医　師 中 田 健 人

画像1

画像2

※画像はアボットジャパン
　ホームページより引用
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　過去にハチに刺された経験のある人やアレル
ギー体質の人は注意が必要です。刺されてから
15～30分以内に発疹が出たり、息苦しさなど
の全身症状が急に出現することがあります。そ
のような時は、対応が遅れると危険ですので、
すぐに病院に連絡し受診してください。

～ハチに刺されたら～
　•姿勢を低くしてすぐにその場から離れる。
　•刺された部分を血がにじむくらい指で絞っ
　　て毒を出し、流水で洗い冷やしながら病院
　　受診をしてください。毒を口で吸い出すこ
　　とは絶対しないようにしてください。
　•刺された部分に針が残っている場合は、ピ
　　ンセットなどで除去してください。

　特に下記のような場合は、危険ですのですぐ
に病院で治療を受けてください。
　●一度に多くのハチに刺された。
　●刺された直後に、顔面蒼白、
　　呼吸困難、全身のじんまし
　　ん、吐き気、激しい悪寒な
　　どショック症状が現れた。

　熱中症とは、体温が上がり、体内の水分や塩
分（電解質）のバランスが崩れたり、体温調節
が機能しなくなってしまい、体温上昇・めまい
・痙攣・頭痛などのさまざまな症状を起こす病
気のことです。

熱中症が起こりやすい環境とは？
　•気温が高い、湿度が高い
　•風が弱い、日差しが強い
　•照り返しが強い
　•急に暑くなった

　外でも家の中でも熱中症は起きます。また、
暑い中でのスポーツや仕事も熱中症を起こす危
険性を高めます。

熱中症を予防するには？
❶ 暑さを避ける
　•外出時はなるべく日陰を歩いたり、帽子を

使用しましょう。
　•家の中ではカーテンやブ
　　ラインドで直射日光を遮り、扇
　　風機やエアコンで室温・湿度を
　　調整しましょう。

❷ 服装を工夫
　•外からの熱の吸収を抑え、体内の熱をスム
　　ーズに逃す服装が良いでしょう。
　•吸収性や通気性の高い素材の服、熱がこも
　　らないように襟ぐりや袖口があいた服がお
　　すすめです。
　•薄着が良いですが、空気の層ができ外から
　　の熱気を遮断するためにもインナーを着た
　　方が良いですよ。

❸ こまめな水分補給
　•暑い日には気づかないうちに
　　体内の水分が失われています。
　　喉が渇く前にこまめに水分を
　　補給しましょう。
　•コーヒーや緑茶などのカフェインが多く含
　　まれている飲み物、アルコール類は利尿作
　　用があるため水分補給には適しません。
　•スポーツ飲料は水分とミネラルを同時に補
　　給できますが、糖分が多く含まれているの
　　で、飲み過ぎには注意が必要
　　です。
　　ミネラルを補給するには麦茶
　　などの方がいいでしょう。

　熱中症が疑われ下記のような症状が出現した
ときは、病院を受診してください。
　•頭痛　　•気分の不快
　•吐き気　•嘔吐
　•倦怠感　•虚脱感
　中でも下記の症状は重症で緊
急性が高いです。直ちに対応が必要です。
　•意識障害
　•痙攣
　•手足の運動障害
　•高体温
　　（体に触ると熱い）

　体調が悪い、いつもと様子が
違う、こんな症状の時はどうし
たら良いのかな？などあれば、いつでも病院に
ご相談ください！！

夏から秋にかけて当院に受診する患者さんで見られるのが
『ハチ刺され』と『熱中症』の患者さんです。

ハチ刺されについて

熱中症について

と様子が
はどうし



　利尻町では、認知症になっても安心して生活をおくれるように「認知症初期集中支援事業」
を実施しています。心配なもの忘れや、「おや？」と思うような行動など、以前と違う様子
が見られたら、まずは地域包括支援センターへご相談ください。

　40歳以上の在宅生活をしている人が、認知症状などで介護や対応にお困りの場合、
「認知症初期集中支援チーム」がご家庭へお伺いしてサポートします。

医療や介護のサービスを
利用したいが、
どうしたらよいか分からない

介護サービスを
受けさせたいが、
拒否される

認知症疾患の
診断を受けたいが、
受診を拒否される

認知症による症状が強く、
介護や対応に
困っている

【実施体制】認知症サポート医師および保健師等2名でチームを構成
【料　　金】無　料
【実施主体】利尻町

《認知症初期集中支援事業についてのお問い合わせ》
　利尻町地域包括支援センター（利尻町役場代表 ☎84－2345、知らせますケン 84－0154）

財布や鍵など、置いた場所がわからなくなることがある
５分前に聞いたことを思い出せないことがある
自分の生年月日がわからなくなるときがある
今日が何月何日かわからないときがある
自分のいる場所がどこかわからなくなることがある
道に迷って家に帰ってこれなくなることがある
電気やガスが止まってしまった時に対応に困る
一日の計画を自分で立てることができない
季節や状況に合った服を自分で選ぶことができない
一人で買い物ができない
バスや電車、自動車を使って一人で外出ができない
預金の出し入れや、公共料金の支払いなど一人でできない
電話をかけることができない
自分で食事の準備ができない
薬を決まった時間に決まった分量を飲むことができない

認知症気づきのチェックリスト

＊＊＊利尻町認知症初期集中支援事業＊＊＊

もしかして認知症と思ったら？

利尻町 は 認知症にな も安心し 生活をおくれ ように「認知症初期集中支援事業」

地域包括支援センターにご相談ください地域包括支援センターにご相談ください

複数
当てはまったら
相談を談を
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（保健指導係）

～幸福は健康なカラダから～健康な ダ
りしり元気塾

500㎖
今月の気になる数値
就寝中に失う水分量

水分不足によって起こる血液の変化とは？

一足早いですが、9月は健康増進普及月間・食生活改善普及運動月間です。

　体内の水分量が減少し脱水が進んだ場合、粘度が高いドロドロの血液になる可能性が高まりま
す。ドロドロの血液では、血流が悪くなり血管が詰まりやすくなります。
　利尻町では高血圧や肥満の方が多く、自覚がないまま血管に負担がかかっている方も多いと考
えられます。血液の状態を良好に保ち、血管を守ることは、脳梗塞や心筋梗塞だけではなく腎臓
の疾患など様々な病気を防ぐことにもつながります。水分不足になりやすいこの時期だからこそ、
意識的に水分補給を行い、自身の血液の状態について気にかけてみませんか。

『 1に運動　2に食事　しっかり禁煙　最後にクスリ　～健康寿命の延伸～ 』
　利尻町の夏は漁業や観光業が忙しく、体を動かす機会が多くなります。バランスのとれた
食事や十分な水分摂取、十分な休養を心がけ、疲れを溜めないように過ごしましょう。

意識してほしい水分補給のタイミング　
　就寝中に私たちが失う水分量は、なんと500㎖以上といわれています。脳梗塞は夜間から早朝
にかけて最も発症しやすく、就寝中に脱水傾向になることが関連しているといわれています。運
動の前後や入浴の前後だけではなく、就寝の前後にもコップ１杯ほどの水分をとるようにしまし
ょう。飲み水（食事以外）として１日に必要な水分は1.5リットルとされており、コップ１杯
200㎖とするとコップ７～８杯分が目安となります。のどの渇きを感じる前に飲むことがポイン
トです。
※心臓や腎臓の疾患をもっている方は、水分摂取の制限がある場合もあります。かかりつけ医の
　指示を守りましょう。

ジュースの5～12％は砂糖で、
角砂糖に換算すると10～17個です！
スポーツドリンクにも
角砂糖6～9個分の砂糖が
含まれています！

缶ビールを10本飲んでも11本分の尿が出て、水分不足になります
　水分補給としてコーヒーやお茶（緑茶や紅茶）、お酒を好む方は多いのではないでしょうか。
しかしこれらの飲み物には利尿作用があり、水分を体外に排出してしまいます。これらの飲み物
を飲むときには、水も一緒にとるようにしましょう。また、糖分を多く含むジュースなども要注
意です。ジュースなど甘さのある飲み物は、想像よりも多くの砂糖が入っています。水分をとる
ときには、麦茶や水がおすすめです。

水を
飲もう！
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　もしも、あなたが悩みや不安を抱えて困っている時には、
気軽に相談できる場所や、あなたをサポートするための様々
な取り組みがあります。相談方法もいろいろなものがあるの
で、ご希望の窓口を選んで話してみませんか？もし、ご家族、
ご友人、同僚など、身近な人の様子がいつもと違うと感じた
場合には、声をかけ、耳を傾けてみましょう。支援が必要な
人を支援先につなぎ、温かく見守るという意識と行動が大切
です。

13

●概　　要
　一定面積以上（※１）の土地取引を行った場合、土地売買等の契約締結日から起算して２
　週間以内に届出をしなければなりません。

●様式枚数　　１部　
　（様式は、北海道HPよりダウンロード、または下記担当へお問合せください）

●受　　付　　利尻町　総務課企画振興係　☎0163－84－2345

●備　　考　
　（※1）一定面積以上とは,以下のとおりです。
　市街化区域：2,000平方メートル以上,
　市街化調整区域：5,000平方メートル以上,
　その他の都市計画区域：5,000平方メートル以上,
　都市計画区域外の区域：10,000平方メートル以上

国土利用計画法第23条に基づく
土地取引の届け出について

国土利用計画法第23条に基づく
土地取引の届け出について

相談窓口
•厚生労働省ウエブサイト「まもろうよこころ」（「まもろうよこころ」で検索）
　※電話（フリーダイヤル）またはチャットによる相談
•利尻町役場保健課保健指導係（保健師が相談を伺います）　
　電話番号 84－2345　IP電話 84－9020（月～金 8:30～12:00、13:00～17:15
　（祝祭日を除く）
•こころの健康相談（保健所の保健師・市立稚内病院の精神科医がお受けしていま
　す。詳しくは、稚内保健所利尻地域支所へお問い合わせください）
　電話番号 84－2247　平日 9:00～17:00

、
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保険証が新しくなります（橙色⇒黄色）

●新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31日です。
●紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、利尻町役
　場保健課保健係までお申し出ください。

新しい保険証の色は黄色です新しい保険証の色は黄色です

減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度
額適用認定証）も新しくなります（水色⇒黄緑色）
　現在、ご使用の水色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和5年7月31日をもって満
了となるため、８月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は、７月
中に減額認定証及び限度証を交付しておりますので、８月１日からは黄緑色の減額認定証及
び限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認
の上、利尻町役場　保健課保健係へ申請してください。
※有効期間は１年間です。

新しい減額認定証は黄緑色です新しい減額認定証は黄緑色です

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

区分Ⅰ

区分Ⅱ •世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

•世帯全員の所得が0円の方
　※公的年金控除は80万円を適用
　※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除

•老齢福祉年金を受給されている方

世帯全員が住民税非課税である方のうち、
次のいずれかに該当する方

　現在、ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和5年7月31日を
もって満了となるため、８月以降は使用できなくなります。
　みなさまには、７月中に新しい保険証を交付していますので、
お手元に届きましたら、黄色の保険証をご使用ください。

●保険証（被保険者証）の一斉更新について

後期高齢者医療制度
のお 知らせ
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＋ ＝

　保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担す
る「所得割」の合計で計算します。

※１年間の保険料の上限額は、66万円です。
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

均　等　割

51,892円
【1人当たりの額】

所　得　割

(令和4年中の所得－最大43万円)×10.98％
【被保険者本人の所得に応じた額】

1年間の保険料

（100円未満切り捨て）
【限度額 66万円】

新しい限度証は黄緑色です新しい限度証は黄緑色です

限度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠ、または現役
並みⅡに該当する方

現役並みⅢ 所得が690万円以上の被保険者と、その方と同
一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅡ 現役Ⅲに該当せず、所得が380万円以上の被保
険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅠ 現役Ⅲ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、その
方と同一世帯にいる被保険者の方

●制度の見直しについて
令和5年度保険料の計算方法

●世帯主の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

均等割の軽減

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）

43万円＋（29万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）

43万円＋（53万5千円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）

7割
5割
2割

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額）

均等割の軽減割合

令和５年度

〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目　国保会館6階
電話 011－290－5601

北海道後期高齢者医療広域連合
電話 0163－84－2345
IP電話 84－0117

利尻町役場　保健課保健係
問い合わせ先問い合わせ先
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　北海道は、令和12年度に道内のどこに住んでも同じ所得、年齢、世帯構成であれば、同じ
保険料（税）となる、「統一保険料（税）」とする基本方針を定めており、現在各市町村で異な
っている賦課方式および税率が今後、道内統一となります。
　利尻町は、「統一保険料（税）」に向けて、令和５年度の国民健康保険税率等の改正をいた
しました。改正の内容は、賦課方式統一のため、令和４年度の４方式から「資産割」を廃止
し、３方式としました。また、医療分の所得割を、現行の６％から７％としました。
　今後、「統一保険料（税）」に移行時の急激な税負担を避けるため、段階的な税率改正を進
めていきます。

※なお、国民健康保険税の納付書につきましては、７月中旬に送付しておりますので、納期
　限内に納付くださいますようお願いいたします。

【問い合わせ先】利尻町役場　保健課保健係

国民健康保険税の税率等の改正について国民健康保険税の税率等の改正について

課税限度額の改正

650,000円
220,000円
170,000円

1,040,000円

項　目
医 療 給 付 費 分
後期高齢者支援金分
介 護 納 付 金 分

合　計　額

650,000円
200,000円
170,000円
1,020,000円

改正前（令和4年度）

医療給付費分の税率改正

所得割
資産割
均等割
平等割

医療分
6.0％
30.0％

29,000円
30,000円

改正前（令和4年度）

改正後（令和5年度）

7.0％
0.0％

29,000円
30,000円

改正後（令和5年度）

令和４年度

所得割
（加入者の所得に応じて計算）

統一保険料
（税）に向けて
段階的に
税率改正

均等割
（加入者１人あたりの金額）

平等割
（１世帯あたりの金額）

資産割
（固定資産税に応じて計算）

４方式
令和５年度

３方式

所得割

均等割

平等割

統一保険料
（税）

道内どこでも
同じ税額

令和12年度

３方式

廃止



利尻町定住移住支援センター
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◆所　在　地　利尻郡利尻町沓形字日出町55　旧沓形中学校技術室内
◆連　絡　先　電話：050－8880－6920　FAX：050－3510－9304
　　　　　　　IP：84－9355　メール：info@tsuginoba.com
◆開　館　時　間　9時30分～16時30分（年末年始・荒天時等を除き無休）
◆施設利用料　全施設無料（館内併設カフェを除く）
　＊館内併設カフェはドリンクメニューのみのご提供です。
　　（飲食物持ち込み自由）

ツギノバ HP

バババババババンンンンンンンンンンンンンンンンククククををを ししししししししししたたたたたた 手手手手手手手手手空空空空空空空空ききききき家家家家家家ババババババババババババババババババババババババンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンククククククククククククククククククククククククをををををををををををををををををををををををを活活活活用用ししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた物物物物物物物物件件件件件件件件件件件成成成成成成成成成成成成成成約約約約約約約約約のののののののののののののの手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手順順順順順順順

人人人人人人人人人人人人人町町町町町町町町町内内内内内内内内内内内求求求求求求求求求求求求求人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人情情情情情情情情情報報報報ののののの紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介介介介介介介方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法法

今回は前号に引き続き『空き家
バンク』を活用した物件成約手
続きや町内求人情報の紹介方法
についてご案内します！

空き家バンク登録・情報紹介に関する費用は一切かかりませんので、お気軽にご相談ください。

利尻町の『空き家バンク』とは？
町内の空き家情報を町内外の空き家情報を必要としている方に広くお伝えするた
め、ツギノバがインターネット（ツギノバHP）に情報を掲載し、ご紹介します。

ツギノバでは、利尻町内の事業所の求人情報を掲示しています。そこで、求人募集を検討し
ている皆様に向けて、求人掲示までの手順や求人情報の紹介方法をご案内します。

求人情報掲示・紹介に関する費用は一切かかりませんので、お気軽にご相談ください。

①空き家バンクへのお申込みの手順

②物件ご成約の手順

求人情報の掲示までの手順 求人情報の掲示場所

空き家等所有者

空き家等所有者

空き家入居希望者

空き家入居希望者

ツギノバ

登録申込み

物件確認

詳細情報の問合せ

内見日程調整・契約交渉等

求人掲示の依頼

掲示情報の共有

情報紹介

本登録

※個人間契約がご不安な場合には
　専門家の仲介をご検討ください。

掲示用紙の作成・掲示

※掲示様式に必要な情報を
　お伺いします。

ツギノバ館内の一画に掲示
させていただきます。

ツギノバ事業者



　今年もみなさんの投稿された写真の中から2024年版島自慢
カレンダーを作ります。
　完成したカレンダーは町内各家庭に１部配布いたします。
また、希望者には販売も行いますので利尻を遠くはなれて暮
らすたくさんの知人・友人にお贈り下さい。

《募　集　要　領》
◎募集写真
　利尻を対象に撮影した写真

◎募集期間
　令和５年９月29日（金）まで

◎応募方法
　1．メール（下記内容を記載の上、写真を添付する）
　　•アドレス：kikaku@town.rishiri.hokkaido.jp
　　•本文記載内容　①氏名　　　　　⑤撮影日時
　　　　　　　　　　②住所　　　　　⑥撮影場所
　　　　　　　　　　③電話番号　　　⑦コメント
　　　　　　　　　　④タイトル

　2．応募用紙で役場担当係まで提出。（下記応募用紙、写真データ）
　　　2024年版島自慢カレンダー応募用紙（Excelファイル）

◎選考結果について
　・採用写真は１人につき１作品とさせていただきます。
　・採用結果は10月下旬頃に郵送にて通知します。

◎特記事項
　・人物等が写っている場合の肖像権は応募者の責任において承諾を得られたものに限ります。
　・応募された全ての作品の版権は主催者に属すものとし、返却はいたしません。
　　※投稿作品は利尻島の様々なPRに活用させていただく場合があります。
　・カレンダーには撮影者の氏名が記載されます。
　・応募者全員にカレンダーを配布いたします。

◎お問合せ
　利尻町役場 総務課 企画振興係
　〒097－0401　利尻郡利尻町沓形字緑町14－1　☎0163－84－2345
　E-mail kikaku@town.rishiri.hokkaido.jp

※上記の画像は出来上がりイメージです。

～地域みんなで利尻自慢！！～～地域みんなで利尻自慢！！～
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国民の森林・国有林 令和5年8月令和5年8月

利尻森林事務所
 鴛泊治山事業所たより

発行：宗谷森林管理署　利尻森林事務所・鴛泊治山事業所
　　　〒097－0101
　　　北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町195－1
　　　TEL＆FAX 0163－82－1529
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　今回は、北海道で昔から利用されてきた「オヒョウ」をご紹介します。
　利尻島内でも見ることができ、葉っぱの形が特徴的なため、比較的観察しやすい樹木だと
思います。機会があれば探してみてはいかがでしょうか。

イラスト出典：北海道森林管理局



家 愛 今回は、1人のお友達
を紹介するよ！

あい

や

天真爛漫でいつもとても
元気な悠羽君です。
初対面の人にも
「ゆう君のおうちに来てね」と
社交性を発揮しています。
このまま明るく真っ直ぐ
育ってください！ 
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父：圭太　母：利紗

高 木 悠 羽 く ん（4さい）高 木 悠 羽 く ん（4さい）
ゆ う

　利尻町では、ふるさと定住を促進する
目的で、「転入奨励金」「児童養育奨励
金」「出産祝金」を支給する事業を行っ
ています。
　この度、ご家族で利尻町に移住された
田鍋崇さんご家族に、上遠野町長から転
入奨励金が手渡されました。

転入奨励金を
お渡ししました！

ふるさと定住促進事業

【お母さんから】】
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出動件数　火災0件　救急56件 （令和5年7月13日現在）

消防だより消防だより NO.452

「お出かけは  マスク戸締り  火の用心」
消防だより

暑い夏、熱中症に注意！
熱中症予防対策をしましょう！

熱中症とは？

119番への誤報につい9番への誤報について！119番への誤報について！
　町内においてスマートフォン等からの119番の誤報が増えています。
　最新のスマートフォン等（スマートフォン・スマートウォッチ）には、強い衝撃や指定
のボタンの長押し等により、一定の時間操作がない場合には、自動的に119番通報する機
能を備えた機種があります。
　もしも、本人が気づかないうちに119番通報された場合には、電話を切らずに「間違え
ました」とお伝えください。
　また、安否の確認ができない場合には、消防署から折り返し電話をしますので、必ず折
り返しの電話に出て「間違えました」とお伝えください。

　熱中症とは、気温が高い場所での作業や運動により体
内の水分が失われ、体温のコントロールができなくなる
病気です。
　体温上昇、めまい、体のだるさ、ひどいときには痙攣
や意識の異常など、様々な症状を引き起こします。
　家の中でも室温や湿度が高い時には、熱中症になる場
合がありますので、注意が必要です。

•部屋の温度をこまめにチェック！
　（普段過ごす部屋には温度計を置くことをおすすめします。）
•のどが渇いていなくてもこまめに水分補給！
•外出の際は体を締めつけない涼しい服装で、日よけ対策も！
•無理をせず、適度に休息を！
•日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを！
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【まちの人口】 　1,882人　  世帯数 1,033世帯 　　男 942人　  女 940人  （令和5年7月12日現在）

発行：利尻町役場　編集：総務課企画振興係　印刷：㈱国境
TEL 0163－84－2345　　FAX 0163－84－3553
利尻町公式ホームページ　http://www.town.rishiri.jp/
Eメール　kikaku@town.rishiri.hokkaido.jp
（広報りしりに関するご意見ご要望は上記E-mailアドレスまでお寄せください。）

ぴ い ぷ るぴ い ぷ るぴ い ぷ る
（戸籍の動き） 2023年7月12日現在

● よ せられ た 善 意 ●
【指定寄附】
　◆利尻町仙法志字本町　
　　　宮道　義昭 様より
　　　　一金　200,000円

ご厚志に対し厚くお礼申し上げます

ご厚情に感謝申し上げます ●
【利尻町社会福祉協議会】

●仙法志字久連　木村愛子 様より、
　義母　木村ハナ 様の香典返しを廃して
●沓形字蘭泊　角谷テイ 様より、
　夫　角谷重信 様の香典返しを廃して
●沓形字泉町　長谷川麻美 様より、
　父　新濱秀一 様の香典返しを廃して

この度、次の方から愛情銀行に金一封及び
物品が預託されましたので、紙上を借りて
お礼申し上げます。

　義
●沓
　夫
●沓
　父

5月25日　政　泊　木 村 ハ ナ さん（100歳）
6 月 3 日　新　湊　新 濱 秀 一 さん（76歳）
6月15日　政　泊　角 谷 重 信 さん（91歳）

（戸籍の動き） 2023年7月12日現在 　　　

ご厚

ご

仙
義母

この度
品
礼申
●仙
義

この
物品
お礼

はっぴぃ・うぇでぃんぐはっぴぃ・うぇでぃんぐ

（仙）本町　　　佐々木　利　来 さん　　　　　　　冨　岡　森　理 さん7月7日 　
おめでとうございます！

８月１日～８月３１日８月１日～８月３１日８月１日～８月３１日８月１日～８月３１日８月１日～８月３１日８月１日～８月３１日８月１日～８月３１日

択捉・国後・色丹・歯舞
えとろふ くなしり しこたん はぼまい

意識してください。この四島は私たちの島です。

ご不明な点は、総務課総務係までご連絡ください。
 TEL 84－2345

・利尻町役場庁舎１階　・ホテル利尻
・交流促進施設どんと　・利尻町立博物館
・利尻町公民館

【返還要求署名コーナーを設置しています】

ご協力をお願いします！

北方領土返還要求運動強調月間北方領土返還要求運動強調月間北方領土返還要求運動強調月間北方領土返還要求運動強調月間北方領土返還要求運動強調月間

「知ることが」  四島返還の  第一歩


